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競技髙水敷利用団体募集要項 

 

１．（目的） 

国営木曽三川公園長良川サービスセンターにおいて、競技高水敷利用団体は高度な高水

敷スポーツ競技の練習及び競技を活動の主体とし、高水敷スポーツ競技の普及を目的と 

したプログラムを高水敷スポーツ競技利用者に対し提供するほか、サンドコートを含めた

高水敷の利用促進を図ることを目的とします。 

 

２．（対象） 

競技種目は、ビーチバレーとします。 

 

３．（利用資格） 

競技高水敷利用を希望する団体は、各々の種目の連盟または協会等に加盟し、自主的な

安全管理を行う能力を有する団体とします。 

 

４．（活動内容） 

１）競技高水敷利用団体には、自らの持つ高度な技術を活用し、より高度な高水敷活用プ

ログラム（○○教室、○○大会等）を高水敷スポーツ競技利用者に提供し、競技レベル

の向上のほか安全指導を図っていただきます。また、管理センターや高水敷活用パート

ナーの提供するプログラムの運営に参画していただきます。 

 

２）競技高水敷利用団体には、サンドコート等施設全体の安全性の向上を図り、高水敷競

技地としてのレベルアップを行うようつとめていただきます。 

 

３）競技高水敷利用団体は、上記１）２）の活動の外、公園利用者を対象としない、独自

の活動をすることができるものとします。 

 

５．（利用者責任） 

競技高水敷利用団体は、競技高水敷利用にあたって、都市公園法及び河川法等関係法令

を遵守し、自主的に安全管理を行う責任を有するものとします。 

競技高水敷利用団体は、自ら、利用時間内の安全確保に努め公園利用区域を利用するも

のとします。 

また、利用において遭遇した競技高水敷利用団体員の負傷又は死亡等の事故について 

は、競技高水敷利用団体の責任とします。但し、上記４の１）のプログラム提供時の安全

管理は上記の限りではありません。 

 

６．（利用区域） 

１）公園利用区域及びこれに附随する設備 
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２）長良川サービスセンターの建物及びこれに附随する設備 

３）長良川高水敷（芝生広場、園路等公園供用区域） 

 

７．（利用日） 

競技高水敷利用における利用は、次に掲げる日を除くものとします。 

１）公園閉園日／毎月第 2 月曜日（休日の場合は直後の平日）※8月は第４月曜日 

２）公園閉園日／12月 31 日と１月１日  

３）競技会及び行催事開催により管理センターが利用を中止又は制限する日 

４）気象及び河川状況等により管理センターが利用を中止又は制限する日 

 

８．（利用時間） 

競技高水敷利用における高水敷利用時間は午前５時から午後８時までとします。 

ただし、駐車場及びＢ棟建物については前後１時間の使用を認めるものとします。 

 

９．（利用登録・提出書類） 

利用登録を希望する者は、「競技高水敷利用誓約書」の明記事項を承諾の上、管理センタ

ーに誓約書及び下記書類を提出するものとします。  

１）利用計画書 

２）登録員名簿   

３）B 棟艇庫施設使用申込書 ―艇庫を利用する場合は有料で貸出します。 

 

１０．（利用登録期間） 

利用登録の有効期間は、登録をした日から当該年度の３月３１日までとします。  

 

１１．（諸条件） 

１）利用手続き 

利用登録者は、希望する利用日、利用時間及び、人数等を公園管理者に届け出るものと

します。 

２）利用登録の抹消 

公園管理者は、下記の事項に該当する事実が発生した場合は利用登録を抹消するものと

します。 

 (1)競技高水敷利用規則に反する行為があったとき。 

 (2)他の公園利用者の利用に、著しい支障を及ぼす行為があったとき。 

 (3)利用登録者の安全管理上の不備により、重大な事故が発生したとき。 

 

１２．（公募スケジュール）   

募集は、随時受付します。 
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１３．（お問い合わせ・申し込み先） 

国営木曽三川公園 長良川サービスセンター 

〒503-0628 岐阜県海津市海津町福江字角山 1202-2 

TEL ０５８４－５４－２０７５ 

FAX ０５８４－５４－５２７５ 

 

１４．（競技高水敷利用団体情報の取り扱い） 

個人情報保護法に基づき、競技高水敷利用団体の活動が終了した時点で、競技高水敷利

用団体の情報は破棄するものとします。 


